
業 務仕様書

l 業
マ淀T

3ヲ7 名 成年後見支援センター支援委託業務

2委 託業 務目的 成年後見支援センターの円滑な運営を行うため、高齢者や障害者等

の判断能力が不ー十分なものの利益の保護を図り、福祉サービスの質

の向上とIUT民の福祉増進に資すること

3期 間 平成31年 4月 1日から平成32年 3月 31日まで

4 業 務 内 容 次に掲げる業務を実施する こと

( 1 ）成年後見制度の利用に関する相談及び、手続き支援に関する

こと。

( 2 ）成年後見制度の広報、啓発に関すること。

一般住民向けに成年後見制度に関する講演会を 1回開催す

ること。

( 3 ）後見人への支援に関すること。

( 4）法人後見の受任に関すること。

木年度中に法人後見センターの立上げをする とともに、 受

任できる体制整備をすること。

( 5 ）関連機関との連絡調整に関すること。

実務者会議を 2回以上開催すること。

( 6 ）成年後見支援センター運営委員会を年 1回以上開催すること。

( 7 ）前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関し必要と認

められる事業に関することはll町と協議を行い実施する こと。

5事 業の従事者 上記業務内容に対応できるl隊員を配置すること。

6提 出 書 類 ( 1 ）毎月の業務を月例事項として集計し、翌月の 10日までにIHT

へ実施報告書を提出すること。なお、イベントや研修会等を

開催、 参加した場合は、その都度II汀へ報告書を提出すること。

( 2）センターは組織図及び事務分担表を町に提出すること。

( 3 ）本業務を完了した場合は下記の書類を提出すること。

①完了届

②年間実績報告書

③請求書

④その他町長が必要と求めた書類等



7 委 託 料 ( 1 ）業務委託料は業務委託契約書のとおりとする。

( 2）委託料については、業務完了後検査を行ったのち支払うもの

とする。

(3) IUTは委託料の請求を受けたときは、翌月末日までに支払うも

のとする。

8 権利義務の誠i広告宇 本業務の契約により生ずる権利または義務を第一者に譲渡、継承さ

せではならない。ただし木町の承認を得た場合はこの限りではない。

限りではない。

9 守 秘 義 3マヲυb吉・ 受託者は、本業務の遂行上知り得た秘密は、第一者に漏らしてはな

らない。

10検 査 受託者は、本業務完了後に完了届を提出して、検査を受けなければ

ならない。また、町から説明を求められた場合は、内容の説明を行

わなければならない。

1 1そ の 他 上記以外で定めのない事項等が発生した場合は、その都度協議して

定めるものとする。




